
（１）新型インフルエンザ等に対する医療体制 
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Ⅰ 基礎知識編 
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○ 新型インフルエンザ等の発生段階について 

新型インフルエンザ等患者の発生状況により、実施すべき対策は異なる。
そのため、あらかじめ発生段階を設け、各段階で想定される状況に応じ
た対応方針を定めている。 

 未発生期   海外発生期                        都内感染期      小康期 
国内       都内 
発生早期    発生早期 

新型インフルが
発生していない
状態 

海外で新型イン
フルが発生した
状態 

国内で患者発生。
全患者の接触歴
を追える状態 

都内で患者発生。
全患者の接触歴
を追える状態 

都内で患者の接触歴が追えなく
なった状態 

患者発生が減少
し、低水準で留
まっている状態 

•体制整備 

•発生時対応
の周知  

•発生遅延 
•早期発見 

•感染拡大
防止 

•感染拡大
抑制 

•医療提供体制の維持 
•被害抑制 

•評価 
•準備 

都
内
患
者
数 

発
生
段
階 

主
な
対
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（「東京都新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき作成） 



 海外発生期から都内発生早期まで 

感染拡大を抑制するため、新型インフルエンザ等患者は特定の医療機
関で診療を行う。 

具体的には、新型インフルエンザ等患者は相談センターを介して専門外
来を受診し、ウイルス検査を行う。検査結果が陽性の場合は、感染症法
に基づき、感染症指定医療機関で入院治療を受ける。 
 

 都内感染期
 

原則として、全ての医療機関で患者の診療を行う。 
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○ 新型インフルエンザ等に対する医療体制について 

新型インフルエンザ等が発生した場合、発生段階に応じた特別
な医療体制をとる。 
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【海外発生期から都内発生早期までの医療体制について】 

電話相談 

 新型インフルエンザ専門外来 
  （感染症診療協力医療機関等） 
   診療、検体採取、確定診断までの受入 

  感染症指定医療機関 
勧告入院 

疑い患者 受診 

陽性患者を民間 
救急車両等で移送 

一般医療機関 
又は 自宅 

陰性患者 

 新型インフルエンザ相談センター (保健所・都庁) 
電話によるトリアージ、疑い患者に専門外来の受診を案内 

都健康安全
研究ｾﾝﾀｰ 
ウイルス検査 

帰国者・接触者で新型インフルエンザ様症状を有する者 

保健所 

新型インフルエンザ様症
状を有する者が、一般医
療機関を直接受診する可
能性も否定できないため、
院内感染防止対策を検討
しておきます。 
（新型インフル患者との
接触を避ける工夫、感染
防護資器材の準備など）  

直接受診（本来想定
していないルート） 

 一般医療機関 


